
i者Ll!法学 32巻 1号 (2008年)

言問 説

弁護士会等強制加入団体における

構成員の思想・信条の自由をめぐる

司法消極主義と積極主義 (3・完)

中谷実

ーはじめに

;荷額主義のアプローチ

((ìl~綴主義 1))

(う 「訴えの手IJ主主がないゆえ，不透法な訴えとしてま111勺

アブローチ

{コ ー一役市E立法秩序と僚接関)!liがないゆえ，

司法審主主の対象とならず却下j アプローチ

(以じ 31巻 1・2号)

((i出綴主義I1))

aタ4ブ

(l r民的の範図タトj アプローチ

Sタイプf

付 ?時可従事ヲミなしj アブローチ

〈ゴ f凶果関係欠女i1Jアブローチ

(o) Iヨ約の絞閣内j アプローチ

ま消極主義 III)) 

付 [([1的の範関内)/(強illlJの契機なく)怠怒信条役iE=なしj アプローチ

仁.) i0 的の綴B苦肉/(綴廷して)怒想、信条侵i~fなし j アブローチ

ド.) r臼的の総務内強瀦/(忠恕信条役三ぎなし)J アブローチ

一絞緩主義のアブ口ーチ

《後援主義1))

(以1:， 31巻 4J珍)

{う r (z¥先日、信条のElf討をと考慮、して)目的の総間外j アブローチ
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(了) i@j 的の範悶1"']/(衡;廷して)段、主主信条佼~!i: あち j

アブローチ

在積怨主義I1))

付 「因果関係欠如， しかし(足、想信条の白山を考隠して)

日的の続四外jアプローチ

《積極主義 III))

主主義j二， 不評千五

在百おわりに {以上，本号)

積極主義のアプローチ

《積撞主義1))

例 代思想信条の自由を考麗して)

目的の範囲外」アプローチ

A 概 要

これは， r問題になった間体の行為について，思想信条の自由主了考慮:しなが

ら，目的の範囲外と結論するアブローチであり，詩的の範屈内かの判断にお

いて思想信条を侵害するかの怒法判的が内在している。このアプローチは，

団体の構成員に強〈コミットする c

8 裁判例

(1) ふ61.2.13<南九税(特期会費決議)/(a)志向入義務不存在確認， (ε)損

害結償〉熊本地判昭和 61年 2月 13Iヨ('何時 1181~予 3ï j;i，三〉→ Hぺ4.24筒|話jお

'1弘之主→ H-8.3.19長u半Ij)は，税浬士会と税理士政治連盟の関{系について，

「税理士会開の臼税連及びその下部諾組織と，説政連側の日税政及びその下

部諸組識は，形の上では 2つの別々のものであるが，その実費においては表

裏一体となり，日税政側が専ら政治活動を子宮的とした政治団体である点にお
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弁護士会等強刻当日入団体における~言波及の窓、~.信条の良 i討をめぐる司法治綴主義と絞滋主義 (3 ・3'é l

いて相違があるにすぎjず，吋党政連綿は，税理士会測の政治実働部隊とい

うにふさわしいj と認識する。そして，原告会員の特別会費納入義務不得在

確認議求につき，被告掲九州税浬士会「が政治団体たる寵九各県税政へ政治

活動に関する金銭令交付(寄iお)することが被告の権利能力の範関内に含ま

れるかj について， r被告を?含む税理士会は，税理士の使命及び職責にかん

がみ，税理士業務の改善進歩に資するため会員の指導，連絡及び霊長督に関す

る事務を庭接の目的とし，日税連及び被告の各会期 2条Jrもほぼ間接の規

定をしていること， しかも税理士会が間接とはいえ強部加入団体の公主主法人

であって，その運営に当たって，会長の思想，良心の白出に格別の注意そ払

うべきことが要請されていること，税理士会とは別{こ，その政治活動の実践

部隊としての政治団体たる税政連組織の形成は，税理二と会の政治活動に制約

があることを慮った結果で‘もあったことにかんがみれば，説理士会が，会員

の思想，良心の自由をi侵害しかねない行為について'慎重でなければならな

しづという。そして， r税理士会が公益性営手ぎする社会的実在であることか

ら，社会通念と期待ないし要請されるものが，公益性， という観点から，営

特性を;有する会社とは別異の理解をされることは， u:むをえないJ，r税理士

会が政党や特定政治家の後援会に設治資金を寄附することが，説理士会のお

呂的(権利能力の範関内)に含まれない， ということも，税理士会の有する

公益性から，当然に毒事きうるj という。かくして， r被告が政治団体に対し

寄附をすることは民法 43条に違反し，許されないところ，本件決議は致治

団体たる臨九各県税政への寄1;'討で‘あることをナ明示してなされたのであるか

ら，本来被告が権利能力を有しない事柄(法令及び会期 j二許されない事前)

;g.内容とする議案につき決議したものというべく J，r本件決議は，民法 43

条に違反し無効j とする(本判決:ふさらに， I i反{こ，本件決議が被告の権利能力の

範Iml今lこ!認する事柄についてなされたものである司 と解するとしても j と述べ，次{こ扱う

((fi!i怒主義1))(:ニ)I目的の縦割内/(衡法して)忠怒信条侵害あり j アブローチも用いてい

るつ詳しくは，そこで扱う)。

(2) 日必.3.19<南九税(特別会費決議)/ (a)納入義務不幸子主薙認，(e)損
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最 3'1'1J王子成 8年 3月 19El (民集 50主主 3~J' 615 l'L 工、→ S-61.2.13熊本地

判 2 H-4.4.24福岡高判)は，上告人会員の主張………被ヒ告人南九州税理士

会が南九各県税政へ金員念寄討することはその白約の範囲外の行為である

ーーについて，税理士会はヲ「会社とはその法的性格{e呉にする法人であ

り，その呂的の範!柱lについても，これを会社のように広範なものと解するな

らば，法の要請する公的な目的の達成を盟書して法の趣詰を没却する結果と

なるj とし， i税理士会が政党など規正法上の政治関体に金員の寄付合する

ことは，たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求~実現する

ためのものであっても，法 49条 2頃で定められた税理士会の目的の範露外

の行為であり，右寄付をするために会長から特別会費全徴戒する旨の決議は

無効であるJという。さらに，税理士会が， i強部加入の団体であり，その

会誌である税理ごとに実質的には脱退の自治が保障されていないことからする

と，その目的の範屈を?判断するに当たっては，会員の思想.f言条の自由との

関部で，次のような考慮U i税理士会は，法人として，法及び会問所定

のJj"式による多数決原偲により決定された団体の意思、{こ基づいて活動し，そ

の構成11で ζちる会員は， これに従い協力する義務合負い，そのーっとして会

期に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を長う jが，

f法が税理士会合強制加入の法人としている以上，その構成員である会員に

は，様々の思想・信条及 を了千ぎする者が存在することが当然に予

定されてjおり， i税理士会が右の方式により決定した怠忠に基づいてする

活動にも，そのために会員に嬰詩される協力義務にも，おのずから限界が

あJり， i公的な性格喜子有する説JflIJ二会が， このような事柄喜子多数決原理に

よって団体の意思として決定し，構成員にその協力を義務付けることはで

きj ず， i税理士会がそのような活動をすることは，法の全く予定していな

いところであるJ…… fが必要であるj と述べる。かくして， i税理士会が

政党など規正法上の政治団体{こ対して金員の寄付をすることは，たとい税理

ごとに係る法令の説定改躍に関する要求営実現するためであっても，法的条

2項所定の税理士会の日的の:範閤外の行為jであるとし，総会決議に基づく
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弁士会等強、おU!JI)入[議徐における議波及の忠怒・信条の自iむをめぐる奇j法;湾総;主義ともそ鐙主義 (3・7'e)

特別会費の納入義務を上告人が金わないことの確認を求める部分につき，被

上告人南九州説理士会の控訴を棄却するほの余の部分については， t部品di~6~むこ

笈し反した)。

(3) H -8.12.3 (:群馬可(特別負担金決議)/債務不存在確認〉前橋地判平成

8 年 12 月 3 日(判Il~i 1625母sol~L ぎ→ H-11.3. 10東京向、j'l]， -. H-14.4.25汲 1

仰は，原告会員の議務不存在確認の請求について，可法書士会が f強制加

入団体で、あり，その会員に実質的には脱退の告白が保障されていないことか

らすると，その目的の範闘を判断するに当たっては，特に会員のfE、懇・信条

の自由令書することのないように十分詑揺する必要があるふ

は，法人として，法及び会郎所定の方式による多数決原理により決定された

団体の意志に基づいて活動しその構成員である会員は，これに従い協力す

る義務を負い，そのーっとして会期に従って可法書士会の経済的基礎を成す

{f納入する義務を負うJが， ii去が司法護士会~強制加入の法人とし

ている以上，その構成員である会長には，謎々な思想、.f言条及び主義・主張

を有する者が存夜することが当黙に予定されているj という。そして，

法書士会が右の方式により決定した意思、に基づいてする活動{こも，そのため

に会員に姿議主れる協議義務にもおのずから銀界があj り， iそれが，本件

のようにi坂神大震災により被災した司法書士会・ E立法書士の復興を支援する

ために金員を拠出するというものであっても，本来，そのような者合支援す

るために金員全送るか否か，i反に送るとしても司法護士会を通じて送るか否

か，また， どのような方法でいかなる金額~送るか等については，各人が自

己の良心に基づいて自主的に決定すべき事携であり，強から強制される性質

のものではなj し「公的性格を有する司法書士会が， このような事柄を多

数決涼理によって民体の意思として決定し，構成員にその協力を義務付‘げる

ことはできないというべきであり， そのような活動をすること

{立法の予定していないところである c 司法書士会が阪神大渓災により被災し

た兵庫!果司法書士会に金員守送金することは，たといそれが倫潔的，人道的

見地から実施されるものであっても，法 14条 2項所定の司法書士会の自的
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の範i例外の行為であるj とし，本件決議ぞ無効とする。

C このアプローチを支える思想、

(1) 間体の講成員への強いコミット

(a) 税理士会，司法書士会は強制加入国体であり，会員には税i患の自

由が保障されず，会社とはその法的性格~異にする

H-8. 3.19 <南九税(特別会費決議)/(a)車内入義務不存夜確認， (ε)損害賠

償ウ最 3判は， r税理士会は，税理士の入会が間接的に強制されるいわゆる

強制加入団体で、あり， 1:去に別段の定めがある場合金除く外，税理士であっ

て，かつ，税理士会に入会している者でなければ税理士業務を行つてはなら

ないとされているん f税理士会は，税理士の使命及び職責にかんがみ，税理

!ごの義務の遊守及び税壊士業務の改善進歩に資するため，会員の指導，連絡

;及び翫督に関する苦手務を行うことを目的として，法が，あらかじめ，税理士

にその設立を義務付け，その結果設立されたもので，その決議や役員の行為

が法令や会則に反したりすることがないように，大蔵大臣のJr監菅に服す

る法人である。また，税理士会は，強1MJJII入団体であって，その会員には，

実質的には脱退のiヨIIIが保i嫁されていないj という o H-8.12.3 <群馬司(特

別負判金決議)/慎務不存在確認〉前橋地料{ふ八橋最高裁判決に言及しては

いるが， r司法書士会は，会主l:とはその法的性格を明らかに異にする法人で、

あり，その目的の範屈についても，これを会社のような広範なものと解する

ならば，法の要議する公的な [1的の達成念阻害して法の趣旨を没却する結果

となることが明らかj とし， !二記判決と悶旨をいう。

(b) 会員の思想、・信条の!と!出合害することのないように十分配慮、すべき

H-8. 3.19 <南九税(特別会費決議)/ (a)納入義務不存在確認， (e)損害賠

償〉最 3判は， r政党なと、規正法上の政治問体は，政治上の主義若しくは施

策の按進，特定の公職の候補者の推薦等のため，金員の寄付を含む広範閤な

政治活動をすることが当然にそ予定された政治罰体であり(規正法 3条等)， 

これらの団体に金員の寄付をすることは，選挙においてどの政党又はどの候
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弁護全会等強制)JD入5llt1ょにおけるh¥jf;Xflの怠怒・信条の良;討をぬぐるE司法治怒主義とをi怒主義 (3・完)

檎者ミヶ支持するかに密接につながる陪題jゆえ， r政治関体{こ対して金員の

寄付をするかどうかは，選挙における投票の自由と表惑を成すものとして，

会員各人が市民としての偶人的な政治的思想，見解，間接rr等に基づいて自主

的に決定すべき事柄であるん ri去は， 49条の 12第 1項の規定において，税

理士会が，税務行政や税理士の制度等について権限のある容公署に建議し，

又はその議開に答申することができるとしているが，設党など規正法上の政

治弱体への金員の寄討を権限のある官公署{こ対する建議や答申と閤撹するこ

とはできないj と述べ，税環オコ会が， r強制加入の間体であり，その会員で

ある税期土に実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると，そ

の目的の範態を判断するに当たっては，会員の思想・信条の自由との関誌

でJr考慮:が必要j とする。 H叩 8.12.3<群馬可(特出負担金決議)/債務不存在

確認)前議地特も間接。

(2) 団体の統制緩への弱いコミット

(a) 八l矯最高裁'l'1J決への言及

H-8. 3.19 <南九税(特別会費決議)/ (a)納入義務不存在確認， (e) 

能〉最 3判{ま， r畏j去ヒの法人は，法令の規定に従い定款又は寄付行為で定

められた目的の範囲内において権利を有 L， を?負う(民法 43条)。この

壊は，会社についても基本的に妥当するが，会社における目的の範i刻内の行

為とは，定款に明示された目的告体に浪持されるものではなしその日的を

遂行する上に直接又l玄関接に必要な行為であればすべてこれに包含されJ，

fさらには，会社が政党に政治資金を寄付することも，客観的，抽象的に観

して，会社の社会的役認を果たすためにされたものと認められる限りにお

いては，会社の定款所定の自的の範関内の行為とするに妨げないとされるj

とし，八i播最高裁判決に言及している。 H-8.12.3<群馬可(特加負担金決

議)/債務不存在確認〉前橋地特も同じ。
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(3) 司法哲学

このアプローチには，際会諮的な資}法観が内在しているといえる。

D このアプローチをめぐって

(1) 税理士会

H-8.3.1ヲ(隠九税(特別会費決議)/ (a)納入義務不存在磯認， (e)損

{投)最 3判王子成 8:4三 3月 19日は，税理士会が多数決)京理に基づいて決定で

きる行為の範間営，会の目的によって限定するアプローチをとった。比較衡

塁論をー紋的な枠組として設定していた国労広島地本事件最高裁判決と本判

決の関係について， i本判決は，右最高裁判決の論旨を黙示的に踏襲しなが

ら……Jllと見るコメント，他方， i南九州税理士会事件最高裁判決は，比較

衡法論に言及しておらず，構成員の協力義務の呉体的な現界を特i祈するため

の枠組な明示していないc 最高裁は実はこうした比較衡霊会行った結果，会

員の協力義務を否定するという判断に至ったのかもしれないが，そうした比

較衡誌の経緯は判決に記されていない。間判決からは，政治献金への財政的

協力という，反対する会員の思想、・良心と強く衝突する事柄について会員の

協力義務が否定されるということ以上{こ，強部加入母体のどのような活動に

i到して会員の協力義務が肯定され，あるいは否定されるのかは，明らかでな

しづ，本判決等は， i強制加入団体の詩的の範11混合'['1]Ilfrするにあたって，会員

のj吉、恕・良心の自由との関孫を考応:に入れるというアプローチをとってい

るコこれは，強制加入団体の目的合定める法律規定Jrゃ法人の権利能力の

範潤についての民法 43条の解釈を通じて窓法 19条の趣慢を強制加入間体と

構成員との関係に]えばそうとするもの， と見ることができJ，iこれは，強制

加入団体と議成員の思想・良心との衝突をナ調整する一つの方法であるJ2)と

いうコメントがある 3)。

大局的なコメントとして，本判決が， i政党など規正法 i二のi攻治団体に対

して金員の寄付そするかどうかは，選挙における投票の自性iと表哀を成すも

のとして，会員各人が市民としてのfl~人的な致治的思想、，見解，判断等に基
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弁護士会等?京総加入間体における終成長の忠慾・信条のI'lr告をめぐる司法治怒:U受と該総主義 0・完)

づいて告主的に決定すべき事柄j とした点について， r本判決のこのような

論旨を推し進めれば， ~会社は，自然人たる窮民と向様，認や政党の特定の

政壌を支持，推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するj

との観点から食業に無限定な政治献金の自由を常定していたJi八幡製鉄

事件最高裁特決は，いずれその全面的な見喧しそ求められることになるであ

ろう j心というコメントの他" r最高裁判決のもつ意義として，強制加入団

体である公説法人の場合，規正法上の政治部体に寄付そすることは，法人の

目的の報開外ということとなり，この意味で，本{牛最高裁判決がリーデ、イン

グ・ケースとしての儲値あるものJ5)， r本判決の'lEIjlt庁は，税理士会と悶様の

強制加入国体である法人の政治献金の問題についても基本的に妥当JL， 

fそのほかの公的性格を有する各種法人の政治献金の問題に多大の影響を及

ぼすのみならずJ，r法人の活動とその構成員の思想、・信条の自由の問題につ

いての最高裁としての極めて重要な判顕である戸等のコメントがある。

(2) 

H-8.12.3 (群馬可(特別金担金決議)/1法務不存在確認〉前器地判平成 8年

12月3日は，会員の思想信条の自由な考慮、しながら，関{本の日的な限定

し，住的外行為だとした。この判決は， H-8.3.1ヲ〈南九説(特別会費決議)/

(a)納入義務不存在確認， (ε)損害賠償〉最 3判{こ依拠しており，両判決と

ふ国労古島最高裁判決の ri比較考量i論アプローチぞ前謹としているJ

という認識に立って， r前橋地裁の判断は，構成員?各人の自主的決定Jに

を覆いた?考量Jになっている点が大きな特徴であるc 大震災の被災者

への寄付という行為に関する判断はかなり微妙であるJ，rこの行為は政治献

金とは異なり， ~倫理的，人道的見地から実施されるものj であり，また被

告の主張するところによれば，会員 l人当たりの負担額も決して大きくはな

く，負担応力のない者には免除も可能とされている。このような事情を':r比

較考量3の絡に重携して，本件寄付ぞ自的の範囲内と解する立場も十分成立

可能で、あるjが，前掲地裁の判霞 r(こは説得力があり，またE司法書士会の自
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的が F会員の指導及び連絡~J iとかなり限定的に規定されていることも考え

併せると，地裁の判断は支持することができる戸という好意的コメントの

{也本判決が， i阪神大震災により被災した司法:古士会・司法書士の復興を

支読するために金員全拠出するというものであっても，本来，そのような者

全支媛するために金員を送るか否か， {，反に送るとしても E司法書士会を通じて

送るか否か，また， どのような方法でいかなる金額を送るか等については，

各人が自己の良心に基づいて自主的に決定すべき事柄であり，他から強制さ

れる性宜のものではないj と述べている点について， iそこでいいたいこと

は，我々は団体に加入することで災害があったときに寄付をするか否かの判

断まで団体に委ねたわけではない， との趣旨であ」り， i本件の場合，決議

への協力義務な課することが構成員の思想、信条の自由を畏害するか否かが問

題なのではなく，団体が権限内の事情について決議しているといえるか否か

が問題なのである。団体が権限外の事柄について決議していれば，その決議

内谷が思想信条の自候iを侵害するか，公序良毎に反するかとは無関係(こ，そ

の決議は構成長を拘束せず無効となるJS)というコメントがある。

他方， i非営利法人とくに公益法人の『目的の範囲jに関してはJ，i法規

や定款による定めによって決まるというべきであって，司法書交会のような

準公認法人についても全く悶様に考えるべきJ，I司法書士ならびにその職能

団体である単位会の使命と Jfi~立は地域住民に限局されるものではなく，広〈

全開民{こ対して負うム fすなわち， !洋潟県民に限定されない国民一般の権利

の保護に寄J]二することによって掴民の司法書士に対する嬰望に答え，国民か

らの信任そ得てその『品位を保持~ L，また，国民の権利保護に十分な寄与

を?なしうるように 5業務の改善進歩合図るためJに， w会員の指導及び連絡

に関する事務を行うこと3が静馬司法当土-会の目的であり，このような作[:

会的作用を完全に達成するために必要な行為のすべてJが，群馬司法書士会

の行為能力の範関内に入るJ，第 1審判決は，南九州税理士会事件と「本件

との関に根本的な事実関係の速いがあることを?見落としてん南九州税理士

会事件 f最高裁判決を引き写しているのみならず，本1!1二『復興支援拠出金J
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弁護士会等~詩的l入団体における!完成員の怠怒・ f三条の良品iをめぐる言Uì去淡?主主義と鈴懸主義 0 ・ 5主}

が司法書士が負っている重要な社会的職支を果たすために必要不可欠のもの

であって， にとっても当然その行為能力の範囲内に属するも

のであることを会く理解していないj引という批判の{乱 l審の論理では，

慈善事業や一般市誌を対象とした各議サービス・運動等はス

トップし，萎縮効果による自己抑制によって法で明示された f会員の指導及

び連絡に関する事務jのみをケ行う関体になる可能性がある。そして，税理士

会や弁護士会といった強制加入の特殊公益法人にその影響が波及し，さらに

は強制加入冨体でない特殊公益法人や，民法上の公説法人にま

一絞r!J民を対象とした各種サービス・運動等ぞストップさせる影響を与える

ことになろう J10)等の批判がある。

j主

1) やお茂樹・法教汐15子9ilヨ(1ザ96)。

2) Tii JII 恋人・ジコーワ線治 11791')' lll'ii (2000)。

お その他，沿îl~:jl支はnH姿:こは本{11:について，法人の権利能力を?目的の給関内の

行為jに限定した民法 43a誌の終釈によってIll]l認を処務したよ， r強制加入lヨH本であ

る税鐙士会の?民的の事i:iU庭内の行為3が夜定的{こ解されるべきなのは警その公共的

EI的ミケ絡み越えて限体が行必至'するならば， ;ドj媛約絡干上の白;ねな制限する耳ii出合タミ

うからであるん「公益法人であり，かつ強制加入間体である税怒士会はその権利能

力の級協力、二重の主主i沫で限定的{こ解されなければならないこととなり， この点、でも

最高殺の判断は 正当であった(水下智史・民 H;言法 116巻 1J;Y 122頁以下

(19ヲiJ)ー f本'I'Ui;Jとも j，国労o向裁判決?をとglJfJし後怒士会の多数決!京湾iに基づ

く決議;及び活動に対してJ 泌約ぞ認めたものであるハ法人の法的性質はそれぞれ

安定なふ 総成1'4 の脱退の!当性Iや凶安f~の程度の約まさもあるが八橋idi局主主，国労広

島「各半Ij{YiJの怒1EI1説話ミと本'I'U淡の湾1[j1説示ぞ比絞してみると J，八橋最高裁咋切と

が従うたの民法学の法人実在説iねな考え方守徹立まさせた説話ミをしているのに対しJ，

IT!i1労広島「判決や本判決{立，法人が間体として行う政治活動とその構成員総人の思

想3・信条の自は!という問題について，倍々の構成長の思想、信条の自由に配慮しこ

れを透視した'1'日間がヨミされていることが浅羽される(八木良一・夜11寺50巻 12号

162][ [1998)) 41";のコメントがある

4) 中五色・前出i主1)97][0 1可侵として，木下智史・特例セレクト '96法教 198%7JU 

f!1i付録 11亥(1997)。

5) 金子界王子・ひろば 49を10号i5頁(1996)ο

6) 八木・前H¥i主3)1641ミ(1998)。
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7) 渡辺・前/11((i荷額主義I!i)β タイブ(三.) 1ヨfIせの総i現内Jアブローチjj:1) 36 JL 

8) 河内・前Il:l(( i自慰主義 II))臼タイブ(ー)目的の範[m外jアプ口ーチ注 3)13頁c

イヰコメントは， iそもそもある決議への協力義務会I認することが儲成員の忠惣信条

合筏するか，という観点から検討されるべき問題j ではなく i問題:ふ我々が団

体:こ加入した場合災i!1=等があったときに構成員が寄付するか谷かの判断を凶体に委

ねたといえるか，にあるJ， í我々はある臼 (l'~ の為{こ iヨH本に !JIl入するのであるが，問

体の fl的迷成{こ必主主な絞授は，たとえ会費総 i二げ(こ反対した機成良であっても，会

資値上げの決議がなされれば‘その決議{こ:fiijjf~ され{路上げされた会授をと払わなけれ

ばならないc しかし，災害があったときにw付喜子するか奇かは， i'~l体の日的達成と

は関係がない率約なので，そのような事柄について団体が決議しでも，然成設は決

議{こ拘束されないのではないかJというっ

9) 中斐， ]IIJ丘I((i向鐙主義 III))(三.)r EI約の範国内強弱/(思怒、信条侵害なし)Jアプ

口ーチi主1)守支c

10) lli図書せ一・:I'IJタ 1108号17を(2003)，

(ニ) r話的の範屈内/(衡量して)思想、信条

侵害あり j アブ。ローチ

A j統 芸を

これは， I吋!混となった行為が団体の目的内であるとしても，比較衡量の

ありとするアプローチである。このアブローチは，団体の

構成誌に対し強いコミットを

8 裁判例

(1) S-61. 2.13 (南九税(特別会費決議)/(a)納入義務不存在確認， (ε)損

害賠償〉熊本地平日昭和 61年 2月 13E3 (ふすでに述べたように， (< 

I)) H f (思想信条の自由主?考慮して)目的の範陸i外j アブローチを用いた

が，さらに， f仮に，本件決議が被告の権利能力の範圏内に属する事柄につ

いてなされたものである， と解するとしてもj と続ける。そして，会員の協

力義務の範屈について， ft凌告の会員が，被告の構成員として留まる限り，

被告が正焼の手続{こ従って決定した活動に参加し，又，被告の活動を妨害す
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弁護士会等5主総jJil入夜he宇におけるお宅史認の怒慾・{三5誌の悶f討をめぐる百j法治密主義と後綴主義 (3・;，:)

るような行為を避iとする義務を負うとともに，右活動の経済的基礎をなす会

援を給付する義務Jrを負うことは，間体一般に認められる回有の告主的規

律権能に由来するjが， r会員の被告からの説j誌の自由が事実上確保されて

いないうえに，被告の活動が多様化すれば，被告による統制力の範囲も拡大

し，従って又，会員たる税理士{悶々人のー簡の市民又は人n喜として有する自

由や人権と矛居衝突する場合が増大することは必至て、あることに患いを致す

し被告の活動として許されたものであるというだけで，そのことから践ち

に会員たる税理士の協力義務を無条件で肯定するのは揺当でなJC r問題

とされている具体的な被告の活動の内容・佐賀，これについて会員に求めら

れる協力の内容・程度・態様等を比較考量し，多数決原理に基づく被告の活

動の実効性と会員個人の基本的利益の調和という接点、から，被告の統能力と

その反閣としての会長の協力義務の範留に合潔的な限定喜子加えることが必

要jだという。そして，間労!五島地本事件最高裁判決を援用し， r殊{こ，政

治的活動Jr (こ限っていえば，政治的活動が一定の政治的思想，見解，判断

に結びついて行われるものであり，それが被告の構成員たる会員のそれと

完全に…致することはありえないのが通常であるから， もともと団体議成箆

の多数決{こ従って致治的仔動をすることを目的として結成された政治団体j

fと異なる被告としては，その多数決による政治的活動に対して， これと異

なる政治的思想，見解， 'fU銭rr等をもっ{悶々の会員の協力を義務づけることに

は謙抑であるべきであJり， rかかる義務を一殻的に認めることは，会員錨

人の政治的自由特に自己の意思に反して一定の政治的態宣や行動をとること

な強制されない自由な読書することになりかねないJ，r昭和 53年 6月当時

の日税連執行部がとっていた税理士法の一部改正への動きに賛成するか喜子

かJは， r各税理士が沼氏の 1人として個人的，かつ，自主的な思想，見

解，判断等に慕づいて決定すべき事であj り， rそれについて多数決でもっ

て会員喜子拘束し，反対の意思表示をした会員に対しその協力を強制すること

は許されず， しかもまた右運動に要する特部資金とするため蕗九各県税政へ

寄附するための特出会費の納付ぞ強制することは，反対の意思表示をした会

123 



誌にふjし一定の政治的立場に対する支持の表明守強制すること しく，こ

のf(iiからもやはり許されないj とし， I本件決議に基づいて，本件特別会裂

の納入を強制することは許されずJ，原告は，会費納入義務合負わないと結

論する。損害賠償請求についても認容した

C このアブローチを支える思想

(1 ) 団体の構成員への強いコミット

(a) 公主主法人たる税理士会は，営利法人たる会社と費的な相違があり，

八幡最高裁判決は妥当しない

ふ6l.2. 13 (南九税(特訓会費決議)/ (a)納入義務不存在確認， (e)損害賠

償ウ熊本地判は，次の(2)(a)で述べるように，八幡最高裁判決を援用する

が，税理士会は，政治的信条の点においては政治的に中立であるべきとし，

f常利法人たる会社と公益法人たる被告とは，この点について質的な堀達が

ありふ八幡最高裁判決は，本件においては妥当しないという。

(b) 会員のl~h力義務にも限界がある

ふ61.2. 13 (南九説(特別会資決議)/ (社)納入義務不存在確認， (ε)損害賠

能〉熊本地'i'1Jは‘会員の f協力 も，もとより無制眼のものではありえ

ず‘会長たる説殴士は，税理士法その他の法令及び被告の会則に定められた

目的のための活動に参加する者としてこれに加入することが予定されてい

るJIのであるから，その協力義務もお目的達成に必要な団体活動の範顕に

限られるJ，I被告の活動の範閉が広しかっ，弾力的であるとしても，その

ことから，被告がその日的の範閤内においてするすべての活動につき，当

然，かつ，一様に会員に対して，会員の協力を強制することができるものj

fと速断することはできなしづという。

(c) 金額の多寡ではなし思想、・良心の自由に違反するかという笠が問題

S-6l. 2. 13 (南九税(特別会費決議)/(乱)納入義務不存在確認， (ε)損害賠

償〉熊本地判は， I本件決議は l人当り W5000円Jという税理士の社会，経

済的地位に徴すれば，特に多額で、ある， ということにはならないと忠われる
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弁護士会等主主総加入E自然における落成長の思宝1・Ifj条の自己iをめくるp]法治滋とす主 (3・交)

が，もしこれへ協力すべきであるとすれば，日税連執行部が当時すすめてい

た国税当局との税理士法改正の方向に怠i換を感じて反対していた者にとって

は，自らの思想、・良心に反することへ金を拠出しなければならない， という

意味で，憲法上の基本的人権で、ある思想、・良心の自由(19条)に積極的に

造反するものといえるし，或いは，内容が明躍になっていないため反対のし

ょうもない者にとっても，日税連執行部に税理士法改正の方向に関して白紙

委侵した者でない以上JI自らの思想・良心に反することになるかもしれな

いことへ余念拠出しなければならない， という意味で，布思想、・良心の自自

に消極的に違反するJ，I事は金額の多寡という量の問題ではなく，思想、・良

心の自由に違反するかどうか， という質の問題jだ， という

(2) 団体の統制権への弱いコミット

(a) 税潔士会の話的のための活動{立国定的ではなし直接間接に関係

する事項に及ぶことがある

ふ6l.2.13 <南九説(特別会費決議)/(乱)納入義務不存在確認， (ε)損害賠

償〉熊本地判は，被告税理士会「の目的のための活動は決して回定的ではな

く，社会の変北とその中における被告の意義や機能の変化に伴って流動発展

するものであって，その活動の範隠が本来の活動の域を超えて，政治的活

動，社会的活動，文化的活動など，税理士法その{也の法令及び被告の会員日等

に定めた目的に，霞接関接に関{系する事項に及ぶことがあるのも否定しえな

いj とし，一応，税理士会の目的のための活動を広〈捉えている。

(3) j'司法哲学

このアプローチには，すでに扱った《積極主義1))(-) I (思想、信条の自 E討

を考慮、して)自的の範囲外j アプローチほどでもないが，積極的なE司法観が

内在しているといえる。
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。このアプローチをめぐって

(1) 説理士会

(a) ふ61.2.13 <寵九税(特別会費決議)/ (a)納入義務不存在確認， (e)損

熊本地特は，思想、信条の白出合考慮して目的の範間外とした後，思

労広島地本事件最高裁判決の比較考量のアブローチを用い，思想信条の授害

ありとしたc 本判決について， rr目的ノ範囲内3の判断に関する判部の傾向

比公益ないし非営利法人の場合，営手Ij法人に比べてより蔽格であるともい

われるがJ，r:2jζ判決はこのことを税理士会について確認したものであり，

し妥当J，r問題は，労動組合の政治的活動に関するJr~里がはたしてどこま

で、税理士会の政治的活動 それが許されるとして にも妥当するかであ

るが，税理士会が強制加入の公益法人であることからすれば，会員個人の患

・{言条の自由はより一層強く尊重されるべきだと考えられ，その罷りでj

r '1可決が関労広島地本事件最高裁判決の趣旨に従ってJ，税理士会 fによる特

定政治i主体への寄限目的での特別会費徴収に対するj会員 fの協力義務を否

したことは妥当J，r判決がかかる結論を導くにあたって本件決議の前後に

おける税理士法改正運動の経過を丹念にブオロウ L，昭和 54年ヲ月に行な

われた， 日税連及び日本税期ごと政治述関(I二!説致)の幹部による政治献金が

口!?Ji泊 ~J王子i二に発展した事実等をも踏まえていること{まJ ， r現代社会におけ

る各大組織・団体による政治資金の数収・三~I討に1'1"う開題性ミヶ正しく認識し

たものとして評悩できょう J2)との好意的なコメントがある

他方，ヱT:'I'IJ~たが， I主i労広島地本事{午前高裁判決を援用したことについて，

この f事案は特定の政党支持を打ち出しての資金数収決議で、あり，本件の事

をそれと問視できるか疑問J，Iとくに税理士会が税理ゴコ法改正に隠する運

動をすることができないとする点は!日j題であるん「強制加入の公益法人で、あ

る税理士会はJ，r党派的な政治活動守することは許されず，そのような致治

活動は会員の思想、の自由 るものと解されるつしかし，会の目的と罷

連する中立的活動である限りで，税理士会自身の政治活動や政治的意見表明

は認められなければならない。当該活動{こ反対の会員が 1人で、も存在すれば
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弁護士会等強鋭部i入l3liねこ;(]げる然成長の，忠慾・在;条の自白をめぐる司法務密主義と経窓室 0・7'G)

会として活動できなくなるとは考えにくいc 結局，税理士会に許される政治

活動の限界は，当該活動が多数決等によって手続的{こ正当fとされていること

の他に，内容的(こ，団体の目的に関連する事項について(関連していない事

項についての政治活動はそれ自体で党派性を帯びるであろう)，致治的中立

性~逸税しない活動であることを要すると解するのが妥当であろうん「本料

決は，本件決議が特定の{段構者又は政党への寄附そ目的としておらず，ま

た， j苓九各県税致の致治家後援会への寄附が特定政治家の一般的な設治的支

援となるという関係はうえんかっ希薄であるとした。この点も，事実認定の

相違によって評価が分かれよう。一紋(こ，政策決定に政治資金が動くのは日

本の政治の重大な欠詣であるが，その是正は政治資金規正法の強化，企業試

金の禁止などの法的規縦によるのが本筋である。法人の権利能力や構成員の

思想の践点から政治資金の統制合図ることが妥当かどうか疑問がないわけで

はないj心とのコメントカ1あるコ

ii 

1) 判決は，被告の会nにとっての役員選挙の選挙権・被選挙権というもののffilJ!!性

について述べ， r涼?をが)~去さffi\- 被選考会 tÎl立を;初等されたことが，原告にとっての名

誉，日日ち貌)111ごととして有する社会的地位，名声， íËlm~'F(こっき ill人一絞より受くべ

き pfllli~~苦しく低下させたであろうことは，際空?のお号室利総務の務ヨミカ'iffrlifl'絞j立さ

れていること rから，+分:こ後認しうるふ「この，原告の選挙権・被選挙権の金5

そが，後続する名誉鮫扱{こ迷動ずるべごあろうことは，被告にとって{ふ十分に予見

しうる事務{二隠するJ，r被告の放なによって，原告の選挙権・被選挙縫及び名授が

佼容されたのであるから，被告のお権利佼it;:行為が途法であるとの言'l'IIlliをうけるの

は当然であるふ f選挙権・被選挙権停止の処分に捺L，適正予絞が保隠されなかっ

たことの途法役も1]il!!!し潔いc 原告の弁解{こ虚心{こ耳を綴げることによって警被告

は過ちを未然{こ叙I.I上しえたかもしれないし少なくとも昭和 56，58， 60.if:皮の役員

選挙における相次〈、奴25の選挙権・被選考会権の停止処分という，五基挙ともうけとら

れかねない処分{玄関巡しえたでわろう j とし， i Jj反伎は多大の紛争!J1Yg=;5:痛をと絞った

ものというべくふ?被告はお{台{こt-tし，お不法行為に基づく JI叡:さそ賠償する21

{壬がある d とする

2) 野俊泰司・ジュリ続的 88i号 13-14J[ (l98i) ， 

め その他， r税理全会1i;貌.flJ!二iコの社会的地位i会L1::{と泌るために様々 の活動!を行うこ

とは一役的{こ認められるし，それが!対i準法制の改?ちを求める等いわゆる?政治活
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動(こ及ぶこともあらうるつただそれは，強制jJ[J入間体であるため任怠加入f遺体以

上{こ構成員俗人の思想信条の自はiが尊重されるものでなければならないc このレベ

ノレでは，税取オコのお也位向 i二j と当該政治活重bとのj主体的{郎副主がi匂われる点で，

労働組合の政治活動の限界と肉交の問題があるが， f)Umごと会と社会権:の::U材こる労

働総合とは自ずとその限界が呉なることに留窓すべきである(学説が労総の活動資

金納入義務~その臼約において広く認めながら企業の政治献金{こは批判的であるの

ふ労級と企業の社会的地位および権利三主体伎の約迷の欣であるふしかし，その

政治活動が，特定の呉体的手iJ益を1在!立lしてなされる特定の政党ないし政治家{こ対す

る献金となれば，会員の忠忽!信条の長1tllとの低角:I;が当然生じるつここでは.この穏

の政治献金という活動形態の妥当性 (11m収賄と紙…汲であることは判決も認j"7:1.して

いる)が問題になるとともに，そもそも政治献金が。{壬JaIJn入の政治[cJ:I(本ならばと

もかく。通常の団体としてなしうる活動かどうかが問われねばならないごましてや

本件のごとき強総加入団体であればなおのこと. ということになるご本然二にひそむ

以上の論点に対 L，判決は，基本的{こは妥当な結論に到迭している j (森英樹・法

教 iO号106交(1986))，iこの1開示{ふ尖質上前述の医i労広島地方埼玉sij雪下('1:の最高

紋判決を本件;ニfUJして言い替えたものである j，右の最高裁判決の題協は，それ以

前より多くの労働法学説が説L、てきたところと一致しているといわれj，けミガの支

持を:tなでいるとみられるつそのような段高裁't'IJ決の怒旨は，本件においても十分に

通用力そもっているj，Iなぜならば，労働組合内における総合浅の政治的自由と税

J1H士会内における会員のそれと念特{こ区別しなければならない慾出合見出しがたい

からである j (同村手11之・判詳 332げ叩i寺12(H) ひ23-241立(1986))等のコメン

トがある c

4) 戸波.!IIJtU (( ìt~ 極て定義[[1))に.) i fl的の総Iml付i(際i立して)思想信条佼%なしj

アブローチ注 5)9交ハその{弘 f本1'1ーが，税.1m士会のt1n初・干リ益lこU';:[接関係する税

.fHl士法の改正{こ付随して生じたfl!，ji忍であるとするならば、単純にその fl約ノ級

UflJ外といえるかどうかn またp 会nの少数怠Jiを等返すべきだとしても，本(11:の

ような場合， どの程度そのだJ去を子孫'11:するのが妥当であるのかっ淡判所{ふこうし

た団体内郊の問題{こどこまて、介入すべきかc これらの務点について，司王判決は明快

に%lJi)切っているだけに.十分な検討を裂する J というコメントがある。高見勝

利・判例セレクト '86法数 ii号百IJIIIt付録、 8}'!(1987)， 
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弁護士会等5!IiitrlJ加入間体におけるも完成員の恋怒・ i@条の自由なめぐるE立法治媛主義と絞綴主義 0・'7t)

《積極主義 II)) 

←) r臨果関係欠如，しかし(思想信条の自由を考慮して)

目的の範関外j アプローチ

A 概要

これは，すでに述べた《消嬢主義1I))β タイプ(ニ)r由果関係欠如j アプ

ローチと結論自体は同じであるが，問題となった団体の行為を思想、信条の自

治~考惑して話的の範囲外としており，憲法制i析を内在させているという点

で異貿のアプローチである。このアプローチには， I主体の講成員への強いコ

ミットが内在しているつ

B 裁判例

(1) H-5. 5. 27 <大阪税(特別会費)/会費返還〉最 l判の三好補足意見は，

f本件決議のうち (2)の決議の特閉会費 2000円の納入に採る部分及び(3)の決

議が無効であるとしても，そのことは，上告人らが被上告人に対しその主張

の金員の支払令求める法的根拠とならないことは，法廷怠見の説示するとお

りj とするが，これらの効力について， r (3)の決議は，被上告人において，

税理士業界の政治的要求実現のために政治運動を進める目的で割設された政

治団体である大税政に対し，拠出金 150万河を交付するというものであっ

て，このような政治団体に対し金員を支出することは，右各法条及び会期に

明示されている自治及び事業に直接包含されていないことは明らかj とい

う。そして，税理士会への強制加入制は公共の福祉の婆詰による規制として

許容されることそ前提に， r税理士会が法所定の自的の範障を超えて活動す

ることは， この制度を採用した趣旨そ逸脱する J，rそして，その活動が思

想、，信条に揺るものであるなど，飼人としてであればそのような活動をする

か否かは本来その個人の自由にゆだねられている事柄に係るものであるとき
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{ま，その活動により，講成員である税理士において法の予定するところそ超

えてその自由な箆害される結果となJり， I税海士会がそのような活動をす

ることは，それが社交儀礼の範囲内のものであるならば格別，そうでなけれ

ば，その権利能力の範囲を逸脱するものというべきであり，税理士会の総会

がそのような活動念行うことを決議しでも，その決議は無効j である， I特

に，政治活動公し，又{立政治田体に対し金員守拠出することは，たとえ税海

士に採る法令の制定改提に関してであっても，構成員である税理士の政治活

動の自由を畏害する結果となることを免れず，税埋士会の権利能力の範閉そ

逸脱JL， I被上告人がその総会において政治団体に対し金員を拠出するこ

とを決議した右(3)の決議は，無効というほかはなし、」とし，さらに， 1(2) 

の決議のうち日税連への特出会費納入に掠る決議については，右決議に当

たり，被上告人の総会が日税連におけるその使途を了知していたかどうか

はん「必ずしも明らかでなしづが， Iもしお特別会費が日税連において法的

条の 12第 l項所定の建議の範囲を超えてする法改正運動などの政治活動の

費用に使用され，あるいは政治田体である日税政JIに拠出されるもので

あって， しかも，被上告人の総会がこれらのことを知って右納入を決議した

とするならば，右決議もまた無効というべきj というコ

C このアプローチを支える思想

(1) [主体の構成員への強いコミット

(a) 八麟最高裁判決の法理は，;当'利合目的としない任意加入団体にの

み妥当

日-5.5.27<大阪税(特別会費)/会費返還〉最 l判の三好対i足意見は，八幡最

高裁判決を援用して， I株式会社その他営利を目的とする法人がその社会的

役割合果たすための活動をすることは，それがその法人の定款等に明示され

た自的に霞接は包含怠れていないものであるとしても，間接的にはその目的

遂行のために必要なものであるというを妨げず，その権利能力の範囲内にあ

るものと解せられ，政治団体に対する政治資金の寄{すについても同様であj
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弁護士会等強制IJ[I入s!li本における議成長iの思怒ー信条のおff:1をめぐるE司法;書籍j主義とを主主義(3・完)

り， rこの理は，;号制を目的としない国体についても，それが任意加入額体

である限り，その目的等による差異はあるにしても，原期として当てはま

るj という。

(2) [主体の統鎚権へのある軽度のコミット

(a) 税潔士会の行う活動が法所定の告的の諮問内のものである限り，

公共の福祉の婆請による現制として許容される

H-5. 5. 2i <大阪説(特別会費)/会費返還〉最 1判の三好補足意見は， r法49

1項は，説理士{ま，詞説時の管轄区域ごとに，一個の説理士会を設立し

なければならないo と規定し，法 52条(ふ?税怒士会{こ入会している貌護

士でない者は，この法律に期段の定めがある場合を除く外，税理士業務-3:'

行ってはならないo と規定しているから，税理士の資?与をァ手ぎする者であっ

ても，税理士の業務を仔おうとするならば，税理士の設立する税理士会に入

会することが法的に義務付けられている c 法がこのような制疫を採用してい

るのは，税理士の職支{こかんがみ，税理土佐構成員とする税理士会をして，

税理士に対する指導，連絡及び監督に関する 念行わせることが相当であ

ることによるものであって，右左[j入強制により，職業選択の自由が制限さ

れ，ひいては結社lこ寵する消甑的自由が秘i摂されることとなるものの，税理

士会の行う活動が法所定の目的の範関内のものである銀りにおいては，公共

の福祉の要請による規制として，許容されるj という。

(3) 可法哲学

このアブローチは，外面的には，消極的なアプローチに見えるが，実質的

には，窮極的な可法観が内在しているといえる。

。このアブローチをめぐって

(1) 説理士会

(a) H-5. 5. 27 <大減税(特別会費)/会 選〉最 l判の三好補足意見
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:はま， t:江ずι;Ji

が，政治問体に対し金畏を支出することは，目的の範l場外であり，かつ，構

成員の忠、想信条~侵害するとした。この点， I説理士会が目的範酪タトの行為

~し，会員たる税関士の思想・信条の自由が侵害された場合，説理ごとは脱退

し説理二とをやめない以 i二， その侵害から逃れることはできない。会員の思

想・信条の自由{主将に記慮すべきである c こうした公説法人に隠しては，毘

的の窮屈を厳格に解すべきJ1)というコメントの他， f事件当時の状況，税理

士法改正という政治目的，または他の税理士会での同じような動きがあった

こと等を考え合わせればJ，会員 fらが主張するように，本件会費熔額・特

別会費および拠出金は政治話的-3:'帯びていたことが想像できる。絞りに，会

・特別会費が上部BJ]体への通常の会設であり，拠出金が何らそのよう

な性絡を帯びていないものであったとすれば，三三好補足意見のような政治活

動等合断定した補足意見は出てこないはずで、ある。その意味では三三好補足意

見は注目に値するJ2)等のコメントがある c

j主

1) 森泉三2 ・ L'I;i!Hì:l;争f~ ，tg 111巻 6-7:}ふり6i頁(1995)。

2) 関英昭.VfLLJ法学論集 38主主 1}J' i5 n (l996)c 

《積撞主義 III)) 

しない。

四おわりに

(1) 以上の分析から，本稿のテーマである強制加入関体の統制機とその

構成員の思想、信条の対立処恕に関して， 12のアプローチが析出された。本

稿で対象にした判例は昭和 60年代以昨に生じているが，間じく団体の内部
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デ子議士会ミ事録rr#Jh!l入団体におけるも!~pxI2iの!3怒・信条の自 [!1 をめぐる可法;奇襲1:t設と談媛主義(3・7'C)

紛争に関する事件として，昭和 40年以降，会社の政党に対する政治献金が

定款の目的の範組内かが陪題になった八器製鉄政治獄金事件1)(以ド.東京治

判昭和 38今:4 fj 5日判i待330号 29交を八綴 1主義，tt!Ji!尚'1'ぜ昭和 41i]o1f=J31日刊11寺433

fJ・9J2r~八鱗 H祭， ii主大判昭和 45 if 6 n 24日民集 24巻 6+子625J主を八橋最高殺とよ

ぶ)，労働組合の統舗権に関する美l唄炭鉱事件2)(以下， {'L続土自殺s，l.沢支判昭和 36

1手9f=1 25 I:I}fU tí~ 22巻 13号 1453廷を?美lll'!lYき，宇し綴高利IIlHu38:fj三31'126 Iこi料符 333号

5交をf炎I奴2祭，最大判昭和 43ij: 12月 41::1 ifU * 22之さ 13サ 14251三It:尖i政治t，5おととよ

ぶ入国労広島地本事件3)(以孔広島地判昭和 42il: 2月20臼利時 486←号 i2交を淘労

l主義，広}ihit15判問者148il' 1 f1 25日'1司1I年ilO号 1021主計主1労r2議，I{~ 3、l'IJ1I71手[150年 llf1

28 EI民集 29巻 10号1698交を慰労汲1;百殺とよぶ)等，当時の社会，政治状況を反

映した事件が生じている。八矯製鉄政治献金事件では，脱退が自E8な私益追

求を目的とする会社という在意間体の行為が問題になったが，後 2者では，

公誌を目的とはしないものの，憲法の団結権保障を受け，強制加入的性格を

持つ労働組合の行為が問題となっている c それぞれi主体の性格は奨なるもの

の，八瞬，美唄， 1翁労の各最高裁の判決{ま，以下で見るように，本稿で、扱っ

た諸判決に少なからぬ影響を与えている。そこで，これらの諸判決における

アブローチ喜子含めて，様々なアプローチ色縦l~rtl に議極主義，積様主義の枠

組 七境i誠iに年代をとった関表(全体図解)の 1:1:1に整理しながら検討してい

こう (八綴製鉄政治献金事件の談判決は()で，災I~i炭鉱事件， [対うな広nlif也ヰ王寺q'lニの諮'1可

決{立点線で関んだ)c 

(2) 法廷意見(多数意見)のアプローチ

{也の憲法分野では，下校の審級の一部における験機主義のアプローチが，

上泣の審級の消極主義のアブローチによって認されるという一般的な額向が

見られる([茨表イメージでいうと， 12祭， 2主義，設i勾主主の各判決を線、でつないでいくと

お隠 i二がりとなる)が，強制加入国体の統制権とその講成員の思想信条の対立

に関する判決のパターンは，かなり諸相が異なっている。それは，最高裁

が，一環したアプローチ守持ち合わせていないからだともいえるが，次に見
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るように，事例に合わせて結果志向の観点から対浴してきたからだともいえ

る。以下，多数意見のアプローチそ時系列頗に考察していこう c

(イ) 大続税最高裁 ふ61.8.21(大阪税(特別会費決議)/会費返還〉大

i在地判は， ((消極主義 11))β タイプ付「前提事実なしj アブローチを用いて

簡単に処理したが， H-1.8.30 (大阪税(特別会費決議)/会費返還〉大阪高特

{丸《消極主義1lI))(二)r目的の範盟内/(衡量して)思想信条侵害なしJア

プローチを用いて憲法判韻に入った。しかし，H-5.S.2i (大販税(特別会費

決議)/会費退選〉最 1判(以下，大阪税最高殺とよぶ)は， (0肖密主義lI))β タ

千プ(二)I鴎果関係欠如j アプローチを用い，憲法判断喜子回避した。そこで

は，間体の構成員へのコミット，団体の統制権へのコミットに関する言及は

見られず，その思想、は明らかではないむこの点，最高裁が，会員 fらの主張

した定款目的の範陣内の行為かどうかにつき言及しなかったのは，最高裁自

身が一番良くその理性j~知っているはずである。それは八鰯製鉄政治献金判

決が誤った判決であることを知っているからであり， この判決以後，企業の

非行が余りにも自に余るものであることをナ認識しているからであり，ニ度と

誤った判i析をしてはならないことへの自戒の表われではなかろうか戸)とい

う見ん‘がある。

(p) 南九説最高裁 S-61. 2. 13 (FvJ九税(特別会費決議)/(a)納入義務

不存f正確認， (e)損害賠償〉熊本地平IJは， ((際極主義1))(→ I(思想信条の自

由守考慮して)自的の範囲外j アプローチ，もしくは， ((積極主義I))(ニ)

f目的の組閣内/(移lif呈して)思想信条侵害あり j アブローチを用いたが， 2 

審 H-4.4.24(詞九税(特出会資決議)/(a)納入義務不得在lim認， (ε) 

歯〉福間高判{ま， ((消極主義 lll))(ニ)I目的の範間内/(衡;註して)思想、信条侵

なし」アプローチミナ用い，反対の結論となった。 H-8.3.19 (南九税(特別

会費決議)/ (a)納入義務不存在確認， (ε)損害賠償〉最 3'問(以 f，i初 L税段高

裁とよぶ)は， ((積掻主義1))(→ r(思想、信条の自由主?考慮して)目的の範区i

外j アプローチを用いて， 2審を破楽したa 南九税最高裁のアプローチ{丸

田体の目的の範囲内かに焦点喜子あてる点では，八|揺最高裁おと共通するつ し

136 



弁護ごと会等5主計Ijlm 入[i;~í字における諮らえ員の，忠'\1.\・信条の自 f討をめぐる号法j器密主義と後怒主義行・交)

かし，八i播最高裁では，開題となった団体の行為が隠的の範関内であること

の正当化において，法人の人権享有主体性が援用される 6)のに対し，南九説

最高裁では，そのような言及はなし間体の目的の範翻内かの判断において

思想信条侵害かの憲法判顕がなされている。南九説最高裁が対応したのは，

営利かつ在意思体である会社による政治献金ではなし公主主かつ強制加入団

体である税理士会による政治獄余であったc それゆえ，税理士会を説理士

ii去の要請する公的な目的Jを f逮成jする半ば公的な自体と捉え，出{本の

目的のレベノレで思想、揺条の憲法問題を込理するのに無理がなかったのであろ

っc

国労最高裁との関{系はどうか。出労最高裁は，労働組合の白的ミ子宮〈捉え

るものの， i労働組合の活動がJi多諜化するにつれて，組合による統制の範

閥も拡大し，組合員が…個の市民又は人間として有する自由や権利と矛態衝

突する場合が増大し， しかも今日の社会的条件のもとでは，組合に加入して

いることが労i勤者にとって重要な利益で，組合脱退の自由も事実上大きな制

約を受けていることを?考えると，労働経合の活動として許されたものである

というだけで，そのことからi直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件

で肯定することは，相当で、ないJ，i問題とされている具体的な組合活動の内

容・性質，これについて組合員に求められる協力の内容・程茂・態様等な比

し，多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利誌

の調和という観点から，組合の統制力とその反証言としての組合員の協力義務

の範聞に合理的な臨定を加えることが必婆である j とし，比較街;監のアプ

ローチを提示した煩労最高裁と商九説最高裁とも思想、信条にコミットす

る点では共通している。それゆえ，両判決のアプローチを同質と見る立場も

あるが8)，国労最高裁のアプローチ 第 l段階の目的の範囲内かの判断に

おいて目的の範掴を広くとり，第 2段階の徳;量において忠想{言条授害合判断

するーーと，南九説最高裁のアブローチ一一目的の範間内かの第 1段階で思

想、信条浸寄を判断する……は，やはり異質と捉えるべきであろう。遡ると，

悶労 2審川，盟労最高裁天野反対意見10)がこのアプローチに近い。
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(ハ) 呂弁連最高裁 H-4.1. 30 <自弁連(法案反対決議)/決議無効確

東京地判， H-4.12.21 <日弁連(法案反対決議)/決議無効確認〉東京高判

は， (<返主義1))に類研jされる「確認の利益，訴えの刊誌がないゆえ，不適

法な訴えとして却下j アブローチ伝用いた。 H-10.3.13 <日弁連(法案反対決

/決議無効確認〉最 2判は，持も述べず、{こ原審を肯定している会同じよう

に， H-10.3.13 <自弁連(法案反対決議)/護ll:， 摂害賠償〉最 2判は， <0肖甑

II))β タイプ(三)i目的の範限内j アプローチミナ用いた原審， H-4.12.21 

(日弁連(法案反対決議)/差止，損害賠館〉東京高判を何も述べずに肯定して

おり，最高裁の思想は明らかではない。原審は団体の統制権に強〈コミット

しているが，その団体の統制j権尊重の思想、は，弁護士会というものの性格に

よるものであろう c

群馬司最高裁 H-14.4.25 <群馬司(特剖負担金決議)lf責務不存在

確認〉最 1判(以下， /t手馬司最高裁とよぶ)は， <<消極主義 III))(.三:)i罰的の範盟

内強調/(思想、信条授害なし)J アプローチを用いた。すなわち，拠出金の趣

旨は， i被災した兵庫県可法書士会及び開会所属の司法書士の髄人的ないし

物期的被害に対するi直後的な金銭補てん又は見舞金という趣旨のものではな

し被災者の栴談活動等念行う同司法書士会ないしこれに従事する

への経済的支援を通じて可法ての業務の円滑な遂行による公的機能の由援

に資することを:'f=1的とするj とし，司法書士会の目的の範囲内であることを7

55託詩司した(この Jふ rV~;:!i:数段資金の得隠すJ は会長f:が，その社会的役拐を栄たすため

に相当な限度のかかるIl.¥jけをすることは，社会通zJ:，会終:としてむしろ当然」とした八

議長潟殺に近い)c 思想、信条侵害については， i本件拠出金の調達方法について

も，それが公序良部に反するなど会員の協力義務合否定すべき特段の事情が

ある場合を除き，多数決原理に基づき自ら決定することができるJ，i被上告

人がいわゆる強制加入団体で、あることJiを考慮しでも，本件負担金の徴収

は，会員の政治的又は宗教的立場や思想岳条の自由公害するものではな

くJ，i会員に社会通念上過大な負担を諜するものではないのであるから，本

件負担金の徴収について，公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべ
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~特段の事情があるとは認められないj と述べ，明確とはいえない表現と

なっている。そのため，群馬司最高裁は，国労最高裁「と悶様{こ，了目的の

範囲』による限界と会員の協力義務の限界とをナ区加し，前者で?自的の範囲

内j とされて擢利能力の範囲内とされても，後者で公序良部に違反するなど

会員の協力義務の限界ぞ慈えていると判断されるならば会員に決議の効力が

及ばない可能性があることを認めjる2段階のアプローチであり， i本判決

は，協力義務の眼界の判断において，思想・密条の自由，負担金の額という

観点からその判断を行い，協力義務の限界を超えないと判断しているJll)と

捉える立場ーもあれば，国労最高裁と南九税最高裁を間質と捉えた上で，群馬

本件拠出金の寄付が「可法書士会の話的の範関内の行為かどう

かの特艇がまず先行し，目的の範囲内の行為であるから会員の 7思想、信条の

自性lJを害するものではない， との論理がとられているようにみえるJ，iこ

こで陪題とされている 5公序良信違反2は f思想、詰条の自由i侵害とは部次

元の問題として考えられている J12)と捉える立場，さらに，群潟司最高裁

で， f苛九税最高裁 fの判断枠組みが最終的に放棄されたのかどうかは定かで‘

ない。事案の特殊性からの判断と考える余地があるJ，r不明確のまま残され

ている問題J13)と捉える立場もある 5 群馬可最高裁が思想信条の問題に明確

に対応しないのは， i苓九税最高裁のように， ¥¥積極主義1))←)i(思想信条の

告白金考慮して)自的の範留外j アプローチを1甘いるならば， 1答日開8.12.3

〈群馬可(特期金担金決議)/ {1責務不存主確認〉前橋地判の論理一一拠出金は，

fたといそれが倫理的，人道的見地から突鈍されるものであってもん f本

来，そのような者喜子支援するために金員を送るか否か，仮に送るとしても可

を通じて送るか否か，また， どのような方法でいかなる金額を送る

か等については，各人が自己の良心に基づいて自主的に決定すべき事柄であ

り， ~也から強制される性質のものではないj ーーに向かいあわなければなら

ず，この困難な問題を避けるため，国労最高裁のニュアンスをもっアプロー

チとなったと推察される c 遡って見ると，美I唄2審14)もこのアプローチに

近い。
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(3) 補足意見のアブローチ

大阪税最高裁の三好檎足意見は， ((積極主義!Ii)←.)r医l果関係欠如， しか

し(思想告条の白出合考癒して)目的の範囲外Jアプローチを用い，結論に

立川、て，法廷;意見に与した。しかし，政治団体に対し金員を支出することは

目的の範顕外であり，かつ，構成員の思想、信条{e侵害すると判断しており，

実貿的には， ((穣様主義1))に類百せされるアプローチといえよう。政治献金が

からむ事件を見ると，八幡最高裁→国労最高裁→大阪税最高裁→南九税最

高裁となるが，三好補足意見は，大阪税最高裁と南九税最高裁との揮におけ

る大きな変化を理解する手がかりとなるように思われる 15)。

(4) 反対意見のアブローチ

!日司最高裁の深津反対意見，横思反対意見は， ((消極主義lI))α タイプ

f 目的の範囲外j アプローチを用い，思想信条侵害かの憲法判断に入ら

す¥処躍している。

(5) 下級審のアブローチ

(イ) ふ63.2.4(日弁連(会費培額決議)/納入義務不存在確認〉大!坂地

利， H叩l.2. 28 (日弁連(会費情額決議)/納入義務不存在確認〉大阪高~;U は，

f一般市民法秩序と庶接関連がないゆえ，可法2審善室査査r王:の対象とならず

プロ一チを守ナ陪い7たこC これは，被告[1弁連の主張一一日弁連は我屈の弁護士及

び弁護士会のすべてを了構成員とし，強njl日'10入主義を採る社団であって，社団

一般に共通する本来的自律権を千ぎする外{こ，公的法人として弁護士法の規定

に基づく自治権全有しているーーに影響されている。ヱド稿で扱う強制力IJ入団

体をめぐる事件では，地方議会や，かつての開立大学に見られた部分社会論

による司法の自棋のアブローチは，ほとんど克られない。

(ロ) i主自すべきは， H-l.8.30 (大仮税(特別会費決議)/会費返還〉大阪

高判， H-4.4.24 (臨九説(特別会費決議)/ (a)納入義務不存夜確認， (ε)損害

賠償〉福岡高判， H-ll.3.10(群馬司(特別負担金決議)If:責務不存在確認〉東
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京高判が用いた《消撮主義 III))(ニ.)I目的の範閣内パ街議して)思想、信条畏

なしj アブローチと， 5-61. 2.13 <鴎九税(特別会費決議)!(a)納入義務不

存在確認， (ε)損害賠能〉熊本地判が用いた《積極主義1))Cニ)i目的の範囲

内!(衡量して)思想、話条侵害ありJアプローチである。結論は反対となるも

のの，詞アプローチの構造自体は肉質である。このアブローチは，すでに述

べた国労最高裁の比較街宣アプローチに由来するものであるが， そのj器源

は，さらに，美i狽1審，美唄最高裁に選ることができょう出c

(6) 後に

我が閤の国体主義的志向への懸念，また，近代立憲主義への原点的思考か

ら，[]体の統制権に対する消躍的な主張17)も見られるが，我々がその中に

いる団体への帰!民営全面的に否定できない限札団体とその構成員は， どこ

かで折り合いをつけていかなければならない。これまで見てきたように，間

体の自的内とされても，思想{侵害があるとされる場合とされない場合，ま

た， El的外であって，患想投書ありとされる場合があった。しかし，目的外

ではあっても思想信条霞答はないとのアブローチは存恋しなかったc そのこ

とから，団体の行為が正当性を認められるには，その団体の呂的内であるこ

とが必須の条件となっていることがわかる。その意味で，法人の権利能力の

範囲に関する民法 43条，さらにそれに上乗せされる弁護士法，税理士法，

の目的規定の解釈において憲法判断を施し18}，その段階で決

をつけようとする自的 1段諮アプローチ19)も否定できないとしても，性

格の異なる多様なる団体，その団体における目的確定の函難さ，統制権行{吏

の様々な態議等を考えると，由労最高裁の 2段階アプローチ{ふ諸般の事情

を多面的に衡量できる点で，また，罷々の団体に適用できるという汎用性の

点で密れているように思われる c 諸般の事情念多面的に衡量する際，けド任

意図体に対しでも目的による眼定を加え，団体をあくまでも儒人の自律的生

の手段として位霞づけるJ20)という視点、が留意されるべきと思われるむ
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注

1) 八橋製鉄株式会社は，その定よ，:2条において， r鉄鋼の製造および奴売ならびに

これに1I付帯する夜祭J~己目的とするところ， 1司会主Lの代表以締役 2人が，昭和 35

'(f: 3月 14[1，河会社を了代表して， 自治氏主党{こ政治資金 3507::Ifl] z待~H したc 例

会社の株主で、わる原告が， 1司会社に対し，本('f二行為(こっき，代表取締役lこ対して取

締役としての立任を追及する訴えを提起すべきことそ訴求したが， 1句会社は訴えを

提起しなかったc そニで， !Jほ #i'ま，代表以締役~!jî名のお行為:ふ会社の定ジ:ï9í'定の

お菜目的の純閲外の行為であち(泌~lミ 266 条 PfÍ立15 号{こいう f法令又ノ、主主汐;ニ違

反スノレ行為JIこ出る l，1司l待{ニ商法第 254条の Z所定の取締役の込l災義務(こ遠反す

る行為であるとし，自ら会社(こ í~fÎí.してこの隠名{こ討し， 350万円と;!i経損得金を

同校{こ支払うよう訴えを従起した 1'ifiは，会社の行為Z，iJ[)(引行為乃至営手Ij行

為と非取引行為乃玉三非営利行為JIこ分11，後宕?のJ設合， r会役:立{悶々 の築業目的/J:
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Fぎする以前にそのJIu主主として常利というー絞(i'g火目的ミナ有し個々の事業自約はこの

j営利の iヨ的ぞ実現するための手段{こ過ぎな L、」ゆえ取締役のなした凡ての非取

引行為{ふ定款違反日つ忠実義務渓反の行為として，取締役の綴害賠償責任の発笠

原隊!となる 4 が，けく災地変(こ際してのj支援資金 I被災孤児:こ対する;会議のための

寄附 IT英字芸さへの均約，純粋な科学L:の研究{こ対するおii効等々ふ f取締役が当該

JI'取引行為をなすことに対して，総務ミヨ:の向なが期待ちれる場合ふ もしくは， r現
実{こ総t~;永の lfiJ jながねられるか百かに拘りなし総務の一敬社会人としての合潔

的，むな1によれば漫然そのi礼むなねられることがWJ1!i'できるような行為j の場合{こ

は f例外的(こ，取締役がそのょせ任i?lrHわれない場合が考えられる」 とする。もっ

とも， このような「討会的義務行さきであっても Jiなしうる財底的支出には，それ

ぞれのよ主体的幼子?について宅子守J1i[fi'gな限度が考えられふ;会社の場合におし、ても，

総徐主の合成約なjぷがiYf:f'干し得る支出のpI'H廷がなければならj ず， r特定政党{こ立す

する政治資金の得iねという行為のtt1むは取引行為ではなく #1'取引行為であj

iJ， r~i'Irgl 行為のうちの J f例外のi訪合(こは41らな Lづとする。さらに r政党

は，民生政治に与し、ては，i常{ニ反対党のj'j(JêをプJ)íjH~ とするものであるから，凡での

人が主主る特定政党{こ政治資金合従liHずること会社会的義務と感ずるなどということ

はì)として起ち 1~必ずこのことは均約額の多少によって変ることはないj とし，

原告の主援を説、終・した 2終におL、て， lt祭!jR会(立 r会む:の為す政治資金の努附

{立，参政僚の行使自体ではないが，三~pHを受けるJ[)(ì会|すIf本の政治J:. の主主義政}:fl -ê:s支

持することzEl約とするものにして，参政{誌にめ:紡 L， これに1京大な影響を;bえ;ます

政治活動である c 参政権は，自然人たる日本国民にのみ認められてお札法人には

認められていないJ，会主1:のなす政治資金の得約;ふ自然人fこる日本国民にのみ認

められた参政指?を佼犯し，またPAUうとしては， ];f)らないうちに自己の反対する各{こ

対する政治的支疑念強立さされることとなj iJ， f将;主の参政権の侵犯にもなるj と



弁護士会等主主総IJJl入E主体における伶記録の怒怒・信条の自由をめぐる百j法治怒主義ともミ密主義 0・完)

し，漆:法違反であって，民法 90条{こ反する行為であると:i5liしたc 本fl'では， j忍

主子、信条途反(ま今われていないが，オ王者:5で倣う問題{こ近いと考え，図表(全体[立l綴)

{こも入れたc

治 労働組合の幹部である被告人らが，市議会議員選挙{こ際し，総合の統一候織の選

{こ溺れた総合~1が独自{こ交絞おIIする潟の主主思念公おしたため，総合の方針;こ従って

:iz:il没t1li{と断念するよう i弓組合員を得三説得したが，これに応じなかったことから，

立絞?議すれば絞制遼反漢として徐名処分~叉'げるEi"é H者におすなどして， 戸j人をと主主

Jfl したことが，公i録選挙法1lf~ 225 条~33 号，別法第 60 条 lこ該当するかが争われ

た。被をき人:ふ げ1j綴!級岩手は，労働者ーの経済的地位のi勾とをと関るという主fこる目的

-1:迷成するためには，政治?活動喜子もすることができるj とし，後をき人らのなした行

為は正当な行為であると主張したc

3) 日本陸i手iii主巡の総長{こよって結成された法人たる単一労働組合である駁告が， reffl 

ßJ~広おlJ(滋潔局管内;こ勤務する|歪l鉄総長であった被告(原告組合の組合員として

広島地方本部JljL狭支部{こ所属していたが校j訟に対し未払いのー絞級合'(:11と芸品終

組合資(f王手元ミ 1J~4j子資金J ， I管Jll!f:li'泌争資金ム 志免カンパJ，: lJt労資金J 1三

本炭鉱労働総合の三三井三池炭鉱合中心とする企業怒i~ìl反対闘争を支援するための資

金…一，安保資金，一一JlB手口 35i引こ行われfこいわゆる安保反対闘争(こより H雪組

合の統合災多数が民事上又は刑事 kの不利益処分を受けたので，これら後処分者~

j支援するための渓余……，政治昂お資金j ……総選教に際し特定の立候補者支援

のためにその所属政党に寄付する資金 然絵戦災J，r苦手間資金)の支払いな

三とめたっ被告は，一殺総会'l't(こっミム脱退したE:lまでの分をおさm計:'>7.で約入すると

主張し 日ドオミi滋寺会資金J，r '1寄港lT:Ii'1認争資金J，えま免カンノ-¥J等のそ手隙fl寺組合授

は，勤務時間内にくい込む綴土器集会等，公労法第 17会主で禁iとおれている争議行為

を行うための資金であり， ;さ法な行為をとEl日守とするものに対して資金をと拠出するま義

務はないと主張した。また r淡労資金J，安保資金ふ f正文;おお潟資金 i1併合総

~iJ，春闘資金j については， {壬主主力ンパであるとし，支払い義務なしと主張し

た[お7I1 *(ふ一役組合授について，組合規約じ原告請求とおち全額支払い義

務ありとしたが，務時総会費のうち，主¥t給総長j カンパについては.任意カンパ

であるとし.支払いの義務はないとしたっ íiドオミ 1，j~1 4J，資会J ， "管潔所闘争資金ふ

じぶ免カンパj については， fこれらの闘争が!京ぞきleffl鉄労組の臼約の総関内であj

1)， たとえif等々 の!おi争方法の一部{こ途j去のぶがあったとしても‘それを?もって夜

ちに 1，j~4J'全体が違法ということはでき j ない， とし，被告らには約f主義務があると

した。 しかし， r炭労資会J，安保資金J，政治おぬ資金J，ば¥t給絞iヨJ，i選手間資

金(ー奇1;分)については，納付義務がないとした 1懇では，益法問題は争われ

ていないので，図示していないG

4) 1謁英仏t1・1海t1:¥((後滋主義I1))fー)[Iz;j染関係欠女11， しかし(忠士宮信条の隊出合考
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浴して)目的の範間外j アブローチj主2)821ミコ

5) 本判決:ま， f会社:ま定款に定められた目的の組問i与にまfいて村長手lげJ主力会fぎするJ

が r民約の立を!潟内の行為とは，定款にH汀示された [1約肉体;ニ|疑応されJず‘「その

11 (1ヲを遂行するうえに[任後または1111践に必立さな行Y主であれば.すべてこれに包含さ

れるj，f必要なりや否やは.当該行為が[1約逆行 1二段災:ニ必要であったかどうかfど

もってこれをももすへきではなし行為の学年鋭的なけ:伎にE詳し抽象的{こ判断されな

ければならないj とする。そして，会社は，一定の rl~i;利事実さを? '1弓"も、こと~本米の

目的とするものであるから，会社の活動の辺j誌が，定~V~所定の[1(1ヲぞ遂行するうえ

に償援必主さな行為{こ存するj が， i会社{ふ{自1mにおL、て，自然人とひとしし国

家‘地方公共間体、地域社会その他Jrの術成If:lむごたる役会的災 (1なのであるか

ら，それとしての役会的作用を負11=1せざる守得ないのであって，ある行為が-J!定

~ø~所定の目的とかかわりがないものであるとしても，会社に，社会通念1::，期待な

いし要請むれるものであるかぎり，その期待えよいし安誌にこたえることは，会長1:の

当然lこなしうるところであJち. i災ffr救段資金のを守的， J:出I或お:会への財産ヒの泰

佼，各事1[[11¥1急上手主主への資金[irIでの協力などJi会主1:が， その社会的役割を来たすた

めに初当な緩!立のかかる出抱をすることは，役会通念上，会主上としてむしろ当然の

ことに腐j し f株主その他の会社の機成員の予測に反するものではなく J，rこれ

らの行為が会主上の縦列能力の4華街内にあると解しでも，なんら株主号事の利1去を?を?す

るおそれはないj という。そして‘議会制民主主義における政党の玄要性について

述べ， 7会全1:による政治資金の得的:ふ容鋭的， l1h象的{こ観察して，会社の:社会的

役'，1mを来たすためになされたものと認められるかぎりにおいては，会社の定款所定

の1]il'Jの総!羽r1qの千r:!，0であるとするに妨げないj とし， J二23をf菜郊する。八i溺2'1i¥'

の命耳目も大'J!i~ ない。

。) 八橋治向1主:ふ行部lU:の)'jijゃtfi!その{也のいわゆる参政!主力、自然人fこる[業Jfi立にの

み認められたものである jが， i会社が，約後の義務ie千百[し 1'1f'(.¥人fこる国民とひと

しく IIil税等の負長[(ニ{壬ずるものである以上， Wl税者ーたる立i誌において‘|すやI也15公

共iヨlf本の施策{こ対し必見の表明その{也の行動:こUlたとしても， これを主ぼすべき

:E!J!出はない。のみならず必法第 3)'1，'(こ定める溺災の権干IJおよび義務の各条Ji¥((ふ

性質上可能なかまり， r人]['i5]の法人{こも適用されるものと解すべきであるからラ会主1:

l立，自然人7こる間氏とJiiJ係， 1認や政党の特定の政策会支持，鍛巡しまたは反対する

などの政治的行為をなす自治合千ぎするふ「政治資金のおf附もまさにその向性!の…様

であり，会社によってそれがなされた場合，政治の動向に影響を1チえることがあっ

たとしても，これを I~I 然人たる国民による得約と別爽に扱うべき滋法 1:の要請があ

るものではないj という。

i) 国労最高裁は，炭労資金j及び「春闘資金J(…tiJilについて， i直後lこは食業

整備反対|認争を支援するための資金であっても， これを拠出することが石炭政策転
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弁護士会等強制i]U入間体における議成長の怒~・信条の隠 i討をめぐる E立法i者復主義と絞怒主義(3・完)

主主 IJ~争の支綬につながち，ひいて J:告組合防身の前記I~司令の効采aヲな遂行{こ資する

ものとして，その目的達成のために必姿のないもので、あったとはいいがたいj と

し，納付義務を肯定する。政治的活動に参加して不利主主処分な受けた総合員の救援

にJTJいられる f安保資金jについては. I労働組合が共済;活動として行う救援の主

|取は，総綴の終持強化さ?i]:(Iるために，被処分考の受けている生活その他の市での不

利益の[m復合経済的に援iめしてやることにあり，処分の原凶たる行為のいかんにか

かわるものではなしもとよちその行為さと支持，助長することを夜接続的とするも

のではないから，右数援費用合拠出することが直ちに処分の!京阪たる政治Il'Ji活動に

額縁約{こ協力することになるものではなしまた，その活動のよってつ一定の政

治的史上誌に対する支持を表明することになるものでもなj し「その拠出さと強制し

ても，組合員i街人の政治的忽怨，Ji!.終， '1可能rr等{こ関係する程度は極めて続微なもの

であって，このような殺援資金については，先に述べた政治的活動を政援の目的と

する交差さとは奥な札総会の徴収決議{こ対する組合員の協力義務をは定することが

約三[jJとする。 i1汝;台慈議i話機資金j については， I選挙においてどの政党又はどの

候補者を支持するかは，投禁の自aiと表惑をなすものとして，総会員会人が市民と

しての総人的な政治的思想、， YJ.W手，判断ないしは感情等{こ基づいてお主的:こ決定す

べき務総であj り， I労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補ぞ決定

L，その選挙運動を捻巡すること自体は自のであるがJ，I組合員{こ対してこれへの

協力会強制することは許されjず， I納付義務を否定した際議のやi僚はiE':'3Jとす

る(隊l表では， ~l '!lJìあお裁をふ《消極主義 III)) (二)代目的の給路内)!(衡澄して)

思想信条侵答なしj アプローチと， ((絞綴主義1))(コ?釘的の範関内!(護者設して)

，思想信条佼~:あり j アブローチ双方に掲げた)。 商法反対I2:5i!.1ま，基本的には多数

意見と同じアブローチといえるが，組合の政治的活動による被処分者の救援につ

いて組合員の協力義務を符定すること(ふひっきょう，総会がその多数決による俊

佼の立場において，組合員{こ対し，その怒{こ反して一定の政治的立i誌に立つことを

強1!Jきするにも等しいことを努認することになj ち， f民主主後社会においてはとり

わけ資環とされる前記の自由の倒i絡を不当に凝視する j とし，多数主主見が，安保

資金 lこi廷し， iIlな入義務会食うとしたぷそ批判する(高辻反対意見は，図示してい

ない)。

8) ま絞怒::i:義l))lー)f(怠怒信条の自由主ナ考隠して)目的の範防外j アブ口ーチ注

1)参!l，の。その{也 l主i労最高裁と南九説最潟裁の両判決とも， f構成員の?思想信

条の自f!3Jの侵害となるかどうかの判長rrをまず先行し，その侵答となるがゆえに，

j主体の辺約の鐙間外の活動となる，あるいは，目的のf諮問内であっても協力量室務は

喜子定される， という論理主?とったJ，r要するに，構成災の 5思想信条のElIIIJの侵

擦という問題をと，間体の目的の範閣内の活動かどうかということとは別昔話{こ，切り

離して考祭しているj として，弱者の隠質性を強鈎するコメントがあるつ浦湖;・前
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IJI ((ii号滋主主主11))α タイプ(ベ fi=j的の総Ufl外j アブ口ーチ注 2)7頁c

り) 間労 2審lま，仁妥協資金jについて， f労働組合が，特定の支出にあてるために滋

u寺組合授の徴収をと決定したときに，右支出図的が右組合の日的の給関を超える場合

{こは，たとえお決定が組合規約の定める手続によっていたとしても，お徴収決議{ま

終効であち，労働組合{立総会員{こ右臨時組合授を諮求できなしりとするつ fi実労資

金j については， f組合員の労働条件の縫持改慾その他経済的地伎の向上と7言う控

訴人の@!約の実現{こ直接関援に必姿とは言えず，その徴収決議は控訴人の民的の範

践を越えるものとして無効であるJとし，安保資金についても， IB的の鎚閣内の

行為に!認するとは到底主主うことはできないj とし警「政治窓議上話路資金j について

も， I総合員におし、て，支持政党をと異にするなどこれに応じられない政治d忠怒上の

理由があるのに.労働組合が右組合震に対し.衆議続議員選挙の特定の立候補者の

ための選挙資金の拠出守強制することは，民主主義l鶏家の基本隊怒である国民の政

治的信条の自由(日本国慾法tfi1ヲ条第 21条) (こ対する侵努として ~'f されj ず，

f被控訴人らに対しては無効で、あるj とする。

10) 天野反対怒見{ふ多数窓.%が， f安保反対l!i司令のような活動はj司:[直接的には関

の安全や外交苛:の悶民約関心惑に1M]する政策上の問題合対象とする活動であり，こ

のような政治的要求に賛成するか反対するかは，本米，各人が国民の一人としての

立滋において自己のfllil人的かっ自主的な忍怨，見解，事IJl訴さ事{こ基づいて決定すべき

ことであるから，それについて総合の多数決をもって総合E司令拘束し，その協力会

強制することを認めるべきではなjし f多数決際還に主主づく組合活動の尖効伎と

組合員i同人の援本的干別立の調手IJという観点から，総合の統制カとその反原としての

議1fTJfolの協力義務の総IJH(こ冷却的な限定"e加えることが必至きであるj というー絞論

合述べたにもかカミわらず，行iriSlZJ，r安保資金jの約入義務合負うとした点に

ついて:この一敬語同¥本('1:(ニ才ゴいて以後及び努i1審の判I析を誤りとする布の結

ふと L、かなる関連をもつのか，その'1.]:えJ:はなはだrY][Jm'e欠%;，とうていその見解

金繰持するに足りなしリとその矛居合批判する。

11) ILi EE ' f潟市在僚主ii主義 0)(ー.)f (窓、怒信条の!'1E!l合考慮して)倒的の純矧外j ア

ブローチit10) 17賞。

12) 泌さffi・前tH((ìi~ 僚主義Il))口タイプ(…) flJ約の総[例外j アブローチ注 2)i]ミiょj、

下G 教授は， lf~ .I.ち可 1，む:主主!との論理念支持する。

13) I期間言弘・法主主 269冷幻 覚 (2003)0

14) 美唄 nきは r労働経lf1-(ふその組織によるねi絡の力金返して， *11合員たる労働

者の経済約地伎の向上を殴ることを民的とするものであ札この組合の団結プJにこ

そ突{こ組合の生符がかかっているのであって。BJ:l絡の綴持(こは統illU'e絶対:こ必主主と

すること念考えると，労働組合がお臼約遠目立のための必姿性から統一紋織を立てる

ような方法によって政治i活動を行うような協会，その方針lこ反 L，総合の間総力を
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組怒しまたは反総合的な態度合もって立絞摘しようとし，また立候補した組合銭が

あるときにおいて，かかる総合災の態度，行動の第If河合1mわず，総合の銃器IJ採が係

争予およ{まないとすることは労働組合の本質{こj認し，必ずしも正当な見解ともいい緩

いj，総合の f絞秘処分の内容が必要の限度を超えないかぎち許さるべきj とし， 1 

三菱で有罪とされた者 ~!n~苦手とする。 4思想信条についての言及はないさ

15) ある論者{ふ三好長右足意見と溺九税絞高波{fJ:七絞し，弱者は基本的{こは f同滋

局j とするが，泊者が f営利金院長守としないf遺体についても， それが任主主力11入路体

であるi渓ち j八綴最高裁 fの3判断が原翌日として妥当すると解しているのに対しj，

後議{ま， r会社についてはj八橋最高裁「がある憶説示するだけで，会tJ:t):$'十の公

益法人についてお判決の判断が妥当するとの説示はないc むしろ j，後者の?判決

の双山において:まふ八格段お裁 r{f引mしながらも， これとは若干距離をiFlいた

ともみられる説示もされているふ三好補足怠兇は，金段の寄付以外の税理ごと合の

政治活譲1]-建立についても，構成政の政治活動の悶 fflの綴点から問題にする余士哉さとさミ

しているのに対しJ，(*J九税liii'匂主主は，政党なと抱政治団体の活動ー絞lこ対する支援

になる金負の寄付{こ波って判断しており，後慾ごと会のその{告の政治活動については

絞れていないj (八木・住吉社1((駁綴主義。←.)r Ua，fJ.1信条のl当1l:Jごと考慮して)目的

の範11号外j アプローチ注品)161交以下)という。

16) 国労最高裁以前の判決である炎!現 1替は，およそi遺体は，その間体性を縫持す

るために…定の授tl!~と設けf遺体践の規íli村ーる いわゆる統制緩を街する

ものであって， このことはf遺体法恕から当然{こいえふ f労働総会もその例外ではな

いJ，一段論としては，総合員が総合の絞総合百しす行為にiiおた場合{こ:ふたとえそ

れが政治活動に関するものであっても，組合はその組合員に対し統制擦を発動jで

きるが， ilj)j{本の統制擦も絶対的なものではなj し f統i1JUが必然fl9に多かれ少なか

れ同体負の段取を約束するものであるが放に自らそこにi在日ませがあるj という。そし

て， fその範問{ふ鈎々兵体的{こ，統iljIj(こよってifilJIi設される自由の殺笈及び盗塁さ性

と，当該団体のなéÎ[ I~Hl守波び{こ存在Z主主主と{f;f，J-波し， その椴際関係において決しな

ければならなしづ， iある総合員が組合の統…絞liii選出決定lこ災して独自にヨヱ絞捕し

或いはJI絞絡しようとすることに対しでは，その総会の統制緩は及(iJず， rこれ

を潔tfl(こさ当該組合.5'1を統i!ilJiさ反省として処分することは違法であるj とし，一郊の

革まを?夜祭，一部の者全然Nf1とする I司じく限労最高裁以前の美liN滋高裁は，慾法

28条{こ言及し， f労働組合は，その図的告示迷成するために必要な政治活動等念行な

うことをと妨げられるわけではないふ吋王子トの地方議会議践の選挙にあたり，いわゆ

る統一絞織を決定し組合会挙げて選者会波動を滋返することとし，統一{民総以外の

級王子主主で立絞捕しようとする組合員lこ対し，立{段おIIミケ思いとどまるように勧告また

は説得する二とも，その限度においては，級会の政治活動の…潔として，ぎfさ

れj，.労働組合が，その段]絡を綴持しその目的~]，主成するために，組合員に;f，J-
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し統制僚を手当するj が， f労働組合が行使し 1~}べ念総合良{こ対する統fljlj 燦{こは，

対然，一定の限界が存するj という c そして殊{ニ，公11，'&;さやにおける立候布告の

f'fiJlは，送法 15条 I項の選自民;こ11反らし，11;本的人協のーっとして，:'fÆ~去の保障す

る忍苦さな権利であるから， これに対する制約:立。持:こtl'~長でなければならず，純子干

の団結合維持するための統制擦の行使:こ基づく ililJ約であっても，その必w散と立校

長iiの釘FflのilllJl!伎とを比絞衡;註して，その許否?を了;たすべきであり，その際‘政治活

動に対する組合の統制IJt祭のもつJ性格と立候郊のぞfF!I の ill~1t とを十分考隠する

必要がある J と述べ，一斉lí -5:徐 fF ，原判決 ~e破棄し，干し線高設にj乏し戻したc

1i) たとえば， f従前の日本慾法学の議議後綴そのものが，突は最も深く， EJ:Ji本主義

約思考{こ佼されていたのではなかったかj，r 日本人にとって、自己の所属する段li本

が‘ どこまでも 5他者3として対象化し5縫い何ものかであり続けているJという捉

えガがある。銭円I1丘正?足、怨の悶 Ft3と間体規律」シュリ 108ザ号 2041"J(1996)。

18) i法去人Uの)人詩縫E字干脊言土主1主oi体本{位1

148 

のl臼ヨ lt山I1によつて詰補Ii強強iされた凶{体本のi日]的. 絞:制'fjω3辺リ服将捻儀TIが. その構成員のj乙l怒信条と調殺さ

れることになる c その際，…絞論としては， f ìtミ人の総神的 f~1 Etly{{j，たとえば政治

約行為の 1=ljおについても，法人のもつ医大な経済的・社会約な実力';f考{者、{こ入れる

と，一号交際i氏の政治 (J'~ I~ IfJ をイC~~1 {こ制限する効果を?ともなったち，法人内部の構成

nの政治的自 EIIと矛!汚・衝突したりする場合があちうるので，自然人と異なる特別

の規制{こ服すると解すべきだJfTが少なくない- (予言l¥iii設姿ぷ;去 (%4)波H88N 

~2()OïJ )とされるラその{位、佐終予ifi 主主1:(答33版).1424頁以下(1995) 参

HZtハ法人の人rlll}]':lii:W1tなそのl勾郊のIllj成UIこ認めない滋合， BJH本が， I邸付ミの

ぶ絞のために.ち号fJJ:Wニ対j して fきi然{こもっJ 統制tif1(紀fil僚はj と忠、怒、信条

の対立となる。 r句協和1，とiDl付ょの人権主張;f主的Jlj者間rnm・;;'Ef，奇型l之総内通日古稀

記念:慾法論iJti19 1'[ (200.1)っ 正J汁β孝数文授;は主ふ‘ i問オ孔;付体よの 了統:初!主泌3辺リ!縫?程1)1にこ7対c吋;主
;綬説念すす牛るのが‘人f1i(ぬのちもi立である c この時休が[ITil家であるときが典型であるが，

この上場合‘統制?なは1m求権力として現l.'e，人fi'N(ま rJなさ法J:の権手IJJとして織成され

るむしかし，同体が私的なものである場介にも毛 i送付ょに関する人議論の構造{立問

じJとする c また，言!l部教授は f民i*の決定(こrry]IJJ:1.'1がどこまで拘取されるかと

いう問題;ふ私人総互関のおj認であるが， 一役約(こ， I刃体{之、その悶的j主成のため

に，構成長:こ対して多かれ少なかれ強制力念もつことをナ本笈とするから， [羽体とそ

の構成皮との関係{ふ慰霊誌と{主l民との隠{系lニ類似する権力的安楽そも j つゆえ，

f滋体と織成良との関係においても，後:法の人flil規定の組旨は及{まされる必要があ

るふ了したがって， IJIí字決浴による構成長りよUH信条の I~ I!JJ 佼itiの問題も，おに

ー絞的lこ述べたところを?‘ 5隠J-5: n遺体3と，れ去jをプ nヨl体決定j と， そして，

n翼民J-5:そのtNipy.i~l Jと読み終えて，基本的にそのままあてはめてよい(i市

部・前出((ii抗議主義II))日タイプ H fEl約の総l時l外j アブローチi12) 8頁)と総
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IJX:ずる。

19) i浦部教授は，思:tt1fEI~誌の自はほ役容になるかどうかが EJíl\]の経路(および協力

義務)を限界つけるのではなしその逆jであり， fftJi本決定{二基づく総波及への

協力等の強制が構成fJ.のれどゴヰ!信条の自 111.1の役者とならないかどうか{ふ当該決

定にかかる行為・活動がその間体の iヨnヲのf郎防朽のものかどうかによる jぺきと

し，目的 l段階アブローチ{f~1: iJ廷する。もっとも，教授の場合司 s司体の目的の綴僚

から逸税するのは， fIヨi体決定による義務づけが然成長の 5思想、信条のl当rtr.!(5):'tlt 

となる (Zjg:怒(こ反することを潔111とする間体決定への不IJfWi:が認められる)の

は，その間体決定が，主主L本的:こ機成主i側々人の i当然的なTI思決定・ fm凶111判断に

委ねられるべきTJJ項にかかわるものである場合，および，ヨノ構成長ff.ll々 人の人lflJ

性の核心部分をと否定することとなるような士見合j に浪られ.ii手113百j主主1!}士会事件

「も含めて多くは。/工にかかわjり警 fG(ま，要するに， ['Jl i本として関心合もつこと

に正おな盟社iの認められない均合ということになるから，それは結局，間体の目的

の範[!詩を趨える f誌を?というのと同義である~ (令官部・前出ミ;iii宗家主義Il))臼タイプ

(一)目的の範[I自タトj アブローチ;t2) 8ft)と述べており. 日(rせの経路内かの判断

において滋法判断が内夜していると怠われる 3 なお，送法判断 ~*flみ込まない l 段

階の目的アプローチについて:ふ河内・iIIjtIl主治lW~主義][ì)口タイプ(ー)目的の

総v.H外j アブローチii:3)参照c

20) お矯・前!l¥i:l:18) 11 I立。教授は，本総で対象{こしたゴド任之江:間体の均合、 f[立Ii本が

rY~f本的得手iヨとして総Ij)(t;llこ先行し，主主!J)(fJ の手l 災対'')ミ{t'認めず，構成長を

トータ/レ:ニ取ち込み，も育成長は[f治ょのの手段{二段められJやすいことをと綴摘

する
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